
西葛西小学校避難所運営協議会資料

避難所開設の手順

この資料では、避難所となる西葛西小学校に到着してから確認しなければ
ならない項目を優先したほうが良い順番で示しています。
実際に災害が発生した際には、集まった人で手分けしながら確実に進めて

ください。

1 建物（校舎）の確認〔簡易的な確認〕

0建物全体の窓ガラスが割れていたり 建物の壁に亀裂を発見した時は
立ち入らないでください。

0最低でも 3 人参集するまでは、建物内に立ち入らなでください。
* 1 人で、校舎に入った場合、万が一何かあっても誰にも気づかれない
ためです。
3 人集まったら、 2 人で入室して 1 人は外で待機（見張り役）します。

2 電子錠の解錠・入室

0暗証番号を知っている人（教職員、区の避難所開設職員等）の到着を出

来るだけ待つようにしてください。
＊窓ガラスを割って解錠する方法もありますが、避難所開設後のセキ
ュリティを考えた場合には、避けるようにしてください。

3 アラームの解除

。学校は機械警備しであるので、入室したら必ずアラームを解除してく
ださい

＊主事室で保管しである I Dカードを、主事室にあるリーダーに挿入

すれば解除できます。

4 マスターキ一等の保管場所の確認

0主事室のキーボックスを確認し、避難所開設準備に必要な鍵とその保
管場所を知っておいてください。

5 飲料水の確保（受水槽の閉栓）

0江戸川区の避難所ではペットボトルで、の飲料水の備蓄はしていません。

O受水槽に蓄えられている水が、災害時の貴重な飲料水となります。

O受水槽の水は、横に付いている蛇口から取り出すことができます。



受水槽の水をきれいな状態で確保するために

都水道局からの給水管（受水槽の入口）と、高架水槽への揚水管（受！
水槽の出口）の『常時開』と表示されているバルブを閉めます。

これは、水道管が破損していた場合に給水管から汚れた水が受水槽
に入るのを防ぐことと、電気が通っていた場合に高架水槽へ水が送
られるのを防ぐためです。
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6 災害用備蓄物品の確認
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0備蓄物品の保管場所とその内容を確認していただき、必要に応じて取
り出して使用してください。

【西葛西小学校の備蓄物資】

備 華日ヨ ロロロ 名 数量 備 強E目 品名 数量

マンホール対応型トイレ 2 基 カーペット 30 枚

簡易トイレ（ 6 セ ッ ト入り） 1 箱 発電機（ガソリン型・ガス型） 2 台

クラッカー 2, 100 食 すずらん灯・電球 1 セッ ト

サパイパルフーズ 900塑 カセットコンロ 1 台

毛布 400 枚 ガスボンベ 15 本

レスキューシート 600 枚 レスキューセット BOX （工具） 1 セット

ブルーシート 50 枚 災害時用消耗品タグBox 1 箱



7 通信手段の確認

O避難所から地域拠点（葛西事務所）への連絡手段です。

0回線の遮断や無線局の倒壊等が無い場合には、下記が通信手段となり
ます。

＊番号順に優先度が低くなります。

①災害時優先電話
職員室の副校長の机上に 1 台あります。受話器に黄色のシールが貼
つであります。

②災害用 P HS  
職員室の副校長の机上に 1 台あります。普通の電話の形ですがPH 
S です。乾電池が入っているので、基地局が無事であれば停電時で
も使用可能です。

③災害時特設公衆電話
主に避難者の利用を想定して配備しでありますが、上記 2 台で足り
ない場合補完設備として考えています。

( M c A無線（スポーツセンター）
各学校には配備されていないので、①～③で連絡が取れない場合に
は、最寄りの区民施設（スポーツセンター）へ行き、 MCA無線機を
イ吏って連絡してください

8 各部屋の利用方法の確認（立入禁止場所の表示）

0職員室や校長室等、避難者の立ち入りを禁止する場所の表示を行って
ください。

O居住スペース（体育館や教室等）の清掃（破損物の撤去等）を行い、テー
プやローフ。等を使って 1 人分として提供するスペース（180cm× 90cm)

を区割りしてください

g 避難者の受入れ・誘導

0避難者名簿への記載が済んだ方を、順次居住スペースへ誘導してくだ
さい。

10 マンホールトイレの設置

0 トイレを組み立て、東京都下水道局から指定されたマンホールへ設置
してください。

O使用時のルール（見張りを立てる、汚れを流す水を用意する等）は、別
途検討してください。



11 避難所開設報告

0教育部本部（教育委員会）や地域拠点（葛西事務所）を経由して災害対策
本部へ避難所を開設した報告をします。

12 避難所運営開始

0各運営班に分かれて、協力して避難所運営を始めてください。


